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情報コーナー
information宿毛

	 	 		 	 	 　		
募 	 入居者募集
	 	 		 	 	 	　				

市営住宅

募集団地  
●西町団地  4 戸　3DK
●平井団地  1 戸　3DK
●西町地域振興住宅市営住宅
　A タイプ　2 戸　1DK
※西町地域振興住宅市営住宅は、家

賃とは別に共益費（2,000円 /月）
駐車場代（1,000円 /月）がかかり
ます。

入居資格条件  有
申込書配布期間  

6 月 4 日（月）～ 6 月 18 日（月）
（土・日を除く）

申込書配布場所  
都市建設課・小筑紫支所・東部支所

受付期間  
6 月 5 日（火）～ 6 月 18 日（月）

（土・日を除く）
受付場所  都市建設課

西町地域振興住宅
所在地  西町4丁目2番20号
間取り  3DK（6 帖× 2、4 帖半）
構  造  鉄筋コンクリート造  5 階建

 （エレベーター無）
契約方式  定期借家方式
家  賃  30,000 円 / 月
共益費  2,000 円 / 月
駐車場  1,000 円 / 月

 ※一世帯に一台のみ
敷  金  90,000 円（家賃× 3 カ月）
入居資格条件  有
申込書配布場所  

都市建設課・小筑紫支所・東部支所
受付場所  都市建設課

※随時受付（土・日・祝日を除く）
 申  問  都市建設課建築住宅係

  ☎ 63-1120

	 	 		 	 	 　		
	 今月の1日行政相談所

	 	 		 	 	 	　				
日  時  6月26日(火)  13時～15時
所在地  宿毛文教センター 2 階

  会議室 3
宿毛市行政相談委員  

　三本　義男　　☎ 63-1800
　山岡　まゆみ　☎ 63-1468
※相談は各委員の自宅や電話でも受

け付けています。
 問  総務課総務係　☎ 63-0948

	 	 		 	 	 　		
募
	 宿毛市立墓地公園

	 使用希望者募集
	 	 		 	 	 	　				
宿毛市立墓地公園（和田 235 番地 1）
において、不要等の理由により市に
返還された 1 区画について、使用希
望者を募集します。

対  象  
●宿毛市に本籍もしくは住所を有す

る方。または、市内に既に祖先の
墳墓を有する方。

●申込者および代理人が暴力団員
（「暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律」第 2 条第 6 号
に規定する暴力団員をいう）でな
いこと。

墓地詳細  
●区 画 面 積　7.5㎡
●永代使用料　500,000 円
●永代管理料　21,600 円

受付期間  
6 月 1 日（金）～ 7 月 2 日（月）
※当日必着
詳細については、お問い合わせくだ
さい。なお、申し込みは 1 世帯 1 区
画とします。既に宿毛市立墓地公園
を使用されている方は、お申し込み
できません。
 問  環境課　☎ 63-1697

	 	 		 	 	 　		
	 平成29年度　電源立地

	 地	域対策交付金事業
	 	 		 	 	 	　			
発電用施設の周辺地域における公共
用施設の整備等を促進し、地域住民の
福祉の向上を図り、発電用施設の設置
および運転の円滑化に資することが
目的となっています。宿毛市では、
保育園（山田、平田、中央、小筑紫、
咸陽）の臨時保育士（補助員）への
人件費に活用しました。
事業名  保育所運営事業
交付対象事業費  4,981,065 円
交付額  4,400,000 円
 問  総務課財政係　☎ 63-0948

	 	 		 	 	 　		
	 児童手当現況届の提出

	 	 		 	 	 	　				
平成 30 年 5 月現在で児童手当を受
給されている方は、6 月に現況届を
提出しなければなりません。平成
30 年 6 月 1 日における状況を記載
し、児童手当を引き続き受ける要件
があるかどうかを確認するためのも
のです。提出がない場合は、6 月分
以降の児童手当が受けられなくなり
ますのでご注意ください。対象者に
は 5 月下旬に届出用紙を送付してい
ます。

受付期間  
6 月 1 日（金）～ 6 月 29 日（金）

（土・日を除く）
受付場所  福祉事務所
 問  福祉事務所子育て支援室

　　子育て推進係　☎ 63-1114

	 	 		 	 	 　		
￥ 	 LED防犯灯設置費補助金
	 	 		 	 	 	　		
宿毛市 LED 防犯灯設置費補助金交付
要綱を定め、LED 防犯灯の設置また
は既存防犯灯の LED 防犯灯への交換
に対して補助を行っています。希望
する地区がありましたら、お気軽に
お問い合わせください。
※防犯灯の電気料や修繕費等につい

ては、地区の負担となります。
補助額  

経費の 2 分の 1、または設置数×
5,000 円のいずれか額の少ない方
 問  総務課総務係　☎ 63-0948


